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近
年
、
安
易
な
個
人
保
証
に
依
存
し
た
融
資
を
抑
制
す
る
動
き
が
現
れ
て

い
ま
す
が
、
２
０
２
３
年
11
月
に
は
「
廃
業
時
に
お
け
る
『
経
営
者
保
証
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
の
基
本
的
考
え
方
」
が
改
定
さ
れ
、
倒
産
時
の
個

人
破
産
を
回
避
す
べ
く
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
基
本
的
な
考
え
方
の
よ
り
一
層

の
理
解
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
座
談
会
で
は
、
前
号
13
頁
に
続
き
同
基

本
的
考
え
方
や
「
中
小
企
業
等
の
事
業
再
生
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」等

を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、〝
経
営
者
保
証
〞
の
根
本
的
な
考
え
方
か
ら
、〝
手
遅

れ
倒
産
〞を
防
ぐ
早
期
廃
業
を
目
指
す
た
め
の
有
効
策
に
つ
い
て
事
業
再
生

に
造
詣
の
深
い
有
識
者
の
方
々
が
検
討
し
ま
す
。

《
目
次
》

一 　
「
早
期
廃
業
」
の
決
断
の
た
め
に

経
営
者
保
証
は
廃
止
す
べ
き
な
の
か

（
前
号
）

二 

　
経
営
者
保
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
単
独
型
）《「
手
遅
れ
倒
産
」
の

保
証
人
救
済
の
議
論
》

・
基
本
的
考
え
方
に
対
す
る
評
価

・
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
資
産
の
認
否

・ 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
資
産
算
定
の
た

め
の
見
込
額

三 

　
事
業
再
生
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
廃
業
型
）《「
手
遅
れ
倒
産
」
の

回
避
の
議
論
》

・
廃
業
型
私
的
整
理
手
続
の
利
点

・ 

主
債
務
者
の
廃
業
型
私
的
整
理
手

続
実
施
の
課
題
は
何
か

経
営
者
保
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
単
独
型
）―「
手
遅
れ
倒
産
」

の
保
証
人
救
済
の
議
論

横
田　
続
き
ま
し
て
、「
経
営
者
保

証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
単
独
型
）《『
手

遅
れ
倒
産
』
の
救
済
の
議
論
》」
に

議
論
を
移
し
ま
す
。

　
昨
今
、
い
わ
ゆ
る
単
独
型
の
保
証

債
務
整
理
に
も
注
目
が
集
ま
り
、
今

後
も
普
及
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
初
め
に
、

単
独
型
の
意
義
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん

か
ら
一
言
ず
つ
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

佐
々
木　
現
在
、
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
の

返
済
最
中
、様
子
を
窺
っ
て
い
る
と
、

会
社
の
破
産
申
立
資
金
も
残
っ
て
い

な
い
状
況
で
倒
産
す
る
ケ
ー
ス
が
か

な
り
増
え
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と

保
証
人
も
当
然
助
け
ら
れ
ま
せ
ん
か

ら
、
会
社
を
き
ち
ん
と
整
理
で
き
る

う
ち
に
廃
業
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
そ
の
結
果
、
単
独
型
に
よ
り
保

証
人
も
再
起
の
機
会
が
与
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
あ
た
り
の
情
報
を
よ
り
普

及
・
浸
透
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
今
よ
り
廃
業
の
決
断
を
少
し
早

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
こ
の

単
独
型
の
意
義
だ
と
思
い
ま
す
。

　
経
営
者
が
、
自
社
の
経
営
が
窮
境

に
陥
り
倒
産
の
一
歩
手
前
に
至
っ
て

も
、
主
債
務
の
整
理
を
き
ち
ん
と
行

う
こ
と
で
経
営
者
・
保
証
人
個
人
の

破
産
は
回
避
で
き
る
こ
と
を
知
れ

ば
、
廃
業
の
決
断
を
少
し
ず
つ
早
め

る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

横
田　
個
社
ご
と
の
廃
業
と
い
う
よ
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本
稿
執
筆
時
点（
令
和
６
年
12
月
）

に
お
い
て
、
令
和
６
年
９
月
25
日
に

開
始
さ
れ
た
金
融
審
議
会
「
資
金
決

済
制
度
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
」（
以
下
、「
令
和
６
年
Ｗ

Ｇ
」
と
い
う
）
で
は
、
金
融
ビ
ジ
ネ

ス
に
つ
い
て
、
利
用
者
、
利
用
形
態

が
広
が
り
、
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス

が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

ビ
ジ
ネ
ス
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る

規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
が
行

わ
れ
て
お
り
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の

収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
の
規
制
の
あ
り

方
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　
収
納
代
行
に
関
し
て
は
、
た
び
た

び
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
さ

れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
本
稿
は
、
令
和

６
年
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
マ
ネ
ロ
ン
等
金

融
犯
罪
の
リ
ス
ク
も
踏
ま
え
ク
ロ
ス

ボ
ー
ダ
ー
収
納
代
行
に
つ
い
て
議
論

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、
改

め
て
、
金
融
機
関
等
に
お
け
る
対
応

に
つ
い
て
検
討
し
、
顧
客
と
そ
の
取

引
の
実
態
把
握
の
必
要
性
を
再
確
認

す
る
も
の
で
あ
る
。

一 

　
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
収
納

代
行
と
は

１　
業
務
の
イ
メ
ー
ジ

　
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
確

立
さ
れ
た
定
義
は
な
い
も
の
の
、
概

ね
、「
金
銭
債
権
の
債
権
者
か
ら
、

当
該
金
銭
債
権
の
弁
済
の
代
理
受
領

権
を
与
え
ら
れ
、
当
該
代
理
受
領
権

に
基
づ
き
、
債
務
者
か
ら
金
銭
を
受

け
取
り
、
当
該
金
銭
を
債
権
者
に
渡

す
も
の
」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
以
下
で
は
、
収
納
代
行
を
反
復

継
続
し
て
行
う
者
の
こ
と
を
、
便
宜

上
、「
収
納
代
行
業
者
」と
呼
称
す
る
。

　
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
の
典
型
例
と

し
て
は
、
コ
ン
ビ
ニ
、
運
送
業
者
等

の
事
業
者
が
、
債
権
者
か
ら
代
理
受

領
の
委
託
を
受
け
て
、
債
務
者
か
ら

商
品
等
の
代
金
を
受
領
し
、
債
権
者

に
受
け
渡
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

（
図
表
１
）。

　
ま
た
、
こ
れ
と
異
な
り
、
債
権
者

と
債
務
者
と
の
間
で
、
複
数
の
収
納

代
行
業
者
が
介
在
し
、
債
権
者
か
ら

代
理
受
領
権
を
取
得
し
た
収
納
代
行

業
者
が
、
さ
ら
に
そ
の
直
前
に
介
在

す
る
収
納
代
行
業
者
に
委
託
を
行
う

こ
と
等
に
よ
り
、
支
払
人
か
ら
資
金

を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
す
る
ス

キ
ー
ム
に
よ
り
、
価
値
を
移
転
さ
せ

る
事
例
が
存
在
す
る
。

　
こ
う
し
た
価
値
の
移
転
を
国
境
を

越
え
て
行
う
事
業
者
が
、
ク
ロ
ス

ボ
ー
ダ
ー
収
納
代
行
業
者
と
し
て
想

定
さ
れ
て
い
る
（
図
表
２
）。

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
収
納
代
行
に
関
す
る

リ
ス
ク
に
応
じ
た
マ
ネ
ロ
ン
等
金
融
犯
罪
対
策

今月の解説

御
堂
筋
法
律
事
務
所 

東
京
事
務
所 

弁
護
士　

岡
﨑 

頌
央
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今
回
は
貸
付
債
権
と
誤
振
込
の
預

金
債
権
の
相
殺
に
つ
い
て
と
り
あ
げ

て
い
く
。
前
回
の
研
究
会
報
告
（
本

誌
９
１
９
号
38
頁
以
下
）と
同
様
に
、

法
律
上
・
実
務
上
の
様
々
な
意
見
交

換
を
し
つ
つ
、
そ
の
対
応
に
検
討
を

要
す
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
質
疑
応

答
を
行
い
、
座
談
会
形
式
で
誌
面
に

反
映
し
て
い
く
。ま
た
、デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
に
お
け
る
臨
場
感
を
誌
面
に

反
映
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、

可
能
な
限
り
原
発
言
を
そ
の
ま
ま
採

用
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
明
快
な

記
述
で
は
な
い
箇
所
や
項
目
に
よ
っ

て
は
最
終
的
な
結
論
に
関
す
る
記
述

が
欠
け
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

　
な
お
、
本
報
告
の
意
見
に
関
す
る

部
分
は
参
加
者
の
個
人
的
な
見
解
で

あ
り
、
所
属
す
る
組
織
の
意
見
で
は

な
い
。

〈
座
談
会
発
言
者
〉
※
五
十
音
順

笹
川 

豪
介

（
弁
護
士
・
株
式
会
社
レ
ア
ゾ
ン
・
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

執
行
役
員
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｏ

／
Ｄ
Ｐ
Ｏ 

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
企
画
開
発

部
長
、イ
ン
ハ
ウ
ス
ハ
ブ
法
律
事
務
所
、

元
信
託
銀
行
所
属
。
当
研
究
会
座
長
）

（
以
下
五
十
音
順
）

及
部 

裕
輝

（
弁
護
士
・
元
メ
ガ
バ
ン
ク
法
務
部
所

属
）

金
木 

伸
行

（
弁
護
士
・
岩
田
合
同
法
律
事
務
所
）

佐
藤 
　
亮

（
弁
護
士
・
み
ず
ほ
銀
行
法
務
部
）

鹿
浦 
大
観

（
弁
護
士
・
三
井
住
友
銀
行
）

土
屋 

太
輝

（
弁
護
士
・
み
ず
ほ
銀
行
）

野
畠 

葉
子

（
弁
護
士
・
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
法
務
部
）

原
　 

貴
晃

（
弁
護
士
・
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
法
務
部
）

原
澤 

翔
多

（
弁
護
士
・
岩
田
合
同
法
律
事
務
所
）

福
谷 

賢
典

（
弁
護
士
・
島
田
法
律
事
務
所
）

藤
井 

友
弘

（
弁
護
士
・
元
メ
ガ
バ
ン
ク
法
務
部
所

属
）

皆
川 

　
芳

（
弁
護
士
・
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
法
務
部
）

一 

　
誤
振
込
に
お
け
る
貸
付

債
権
と
の
相
殺
の
可
否

〈
事
　
例
〉

金融取引法研究会
Report

担当・事例設定：
弁護士

及部 裕輝

39

誤
振
込
と
相
殺
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・
甲
銀
行
：
被
仕
向
銀
行
／
貸
付
人

・
Ａ
社
：
受
取
人
／
借
入
人

・
Ｂ
社
：
振
込
依
頼
人

・
乙
銀
行
：
仕
向
銀
行

１　
甲
銀
行
は
Ａ
社
に
対
し
て
３
０
０

０
万
円
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
。
Ａ

社
の
財
務
状
態
は
悪
く
、
こ
の
２
ヵ
月

の
返
済
（
１
０
０
万
円
）
が
滞
っ
て
お

り
、
普
通
預
金
残
高
は
１
０
０
円
程
度

し
か
な
い
。

２　
今
般
、
Ａ
社
の
甲
銀
行
の
普
通
預

金
口
座（
以
下
、「
本
件
口
座
」と
い
う
）

に
、
Ｂ
社
か
ら
１
０
０
万
円
の
振
込
が

な
さ
れ
た
。
甲
銀
行
の
担
当
者
は
、
未

返
済
分
の
貸
付
債
権
と
の
相
殺
を
行
う

た
め
、
本
件
口
座
に
つ
い
て
支
払
い
の

差
止
め
を
設
定
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ

ろ
、Ａ
社
か
ら
「
Ｂ
社
か
ら
の
振
込
は
、

誤
振
込
だ
。
最
近
、
Ｂ
社
の
支
払
口
座

を
本
件
口
座
か
ら
乙
銀
行
の
も
の
に
変

え
て
い
る
。
こ
の
振
込
は
契
約
上
無
効

な
振
込
で
あ
っ
て
Ｂ
社
に
返
却
を
要
す

る
預
金
な
の
で
、
貸
付
債
権
と
の
相
殺

は
権
利
濫
用
に
な
る
は
ず
だ
」
と
伝
え

ら
れ
た
。

３　
そ
の
数
日
後
、
Ｂ
社
か
ら
甲
銀
行

に
対
し
、Ａ
社
へ
の
振
込
に
関
し
て（
仕

向
銀
行
を
通
じ
て
）
組
戻
し
の
依
頼
が

あ
っ
た
。
Ｂ
社
の
説
明
は
、
Ａ
社
と
同

内
容
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
甲
銀
行
の
担
当
者
が
本
件
口

座
の
半
年
間
の
異
動
状
況
を
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
Ａ
社
に
は
Ｂ
社
か
ら
定
期
的

に
１
０
０
万
円
前
後
の
振
込
が
な
さ
れ

て
い
た
が
、
直
近
の
２
ヵ
月
間
は
、
振

込
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　
前
記
１
か
ら
３
の
事
情
を
踏
ま
え
、

甲
銀
行
の
担
当
者
は
、
貸
付
債
権
と
普

通
預
金
の
相
殺
を
行
う
べ
き
か
。
相
殺

し
た
場
合
の
リ
ス
ク
と
し
て
、
ど
の
よ

う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
。

〈
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
〉

❶ 　
誤
振
込
と
相
殺
に
関
す
る
判
断
枠

組
み

　
振
込
依
頼
人
と
受
取
人
と
の
間
の
振

込
に
係
る
原
因
関
係
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
受
取
人
と
銀
行
と
の
関
係
で
は

普
通
預
金
契
約
が
成
立
し
、
受
取
人
が

預
金
債
権
を
取
得
す
る（
最
判
平
成
８・

４
・
26
民
集
50
巻
５
号
１
２
６
７
頁

等
）。

　
前
記
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
誤
振

込
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
銀
行
に
よ
る

相
殺
は
原
則
と
し
て
可
能
と
な
る
。
た

だ
し
、
銀
行
が
誤
振
込
で
あ
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
た
場
合
、「
正
義
・
公
平
」

の
観
点
か
ら
、
銀
行
の
相
殺
に
よ
る
回

収
を
認
め
な
い
（
＝
振
込
依
頼
人
に
対

す
る
不
当
利
得
と
な
る
）
と
す
る
次
の

よ
う
な
裁
判
例
も
あ
る
。

・ 

振
込
依
頼
人
が
組
戻
し
の
手
続
き
を

依
頼
し
、
そ
の
際
に
被
仕
向
銀
行
に

お
い
て
受
取
人
が
所
在
不
明
で
あ
っ

て
承
諾
の
手
続
き
を
と
れ
な
い
事
情

に
つ
い
て
「
相
当
の
説
明
」
を
受
け

て
い
な
が
ら
、
誤
振
込
の
事
実
を
確

認
せ
ず
に
相
殺
し
た
場
合
に
、
振
込

依
頼
人
と
の
関
係
で
「
法
律
上
の
原

因
を
欠
き
、
不
当
利
得
と
な
る
」
と

し
て
、
結
論
と
し
て
相
殺
に
よ
る
回

収
を
否
定
（
東
京
地
判
平
成
17・９
・

26
金
融
・
商
事
判
例
１
２
２
６
号
８

頁
）。

・ 

被
仕
向
銀
行
が
誤
振
込
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、「
正
義
、

公
平
の
観
念
に
照
ら
し
」、
預
金
契

約
が
成
立
し
て
い
な
い
の
と
同
様
に

構
成
し
て
、
振
込
依
頼
人
と
の
関
係

で
不
当
利
得
に
な
る
と
し
、
受
取
人

が
振
込
依
頼
人
へ
の
返
還
に
係
る
確

認
書
を
提
出
し
て
い
る
等
の
事
実
関

係
の
も
と
、
結
論
と
し
て
相
殺
に
よ

る
回
収
を
否
定
（
名
古
屋
高
判
平
成

17
・
３
・
17
金
融
・
商
事
判
例
１
２

１
４
号
19
頁
）。

・ 

口
座
の
支
払
差
止
め
の
設
定
後
、
２

年
を
超
え
て
も
目
立
っ
た
入
金
が
な

か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
に
約
３
３

０
万
円
の
入
金
が
な
さ
れ
た
等
の
事

実
関
係
の
も
と
、「
正
義
、
公
平
の

観
点
」
か
ら
、
結
論
と
し
て
相
殺
に

よ
る
回
収
を
否
定
（
名
古
屋
高
判
平

成
27
・
１
・
29
金
融
・
商
事
判
例
１

４
６
８
号
25
頁
）。

❷ 　
相
殺
に
よ
る
回
収
の
可
否
を
ど
う

判
断
す
る
の
か

　
「
誤
振
込
」
で
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
確
認
す
る
の
か
。
組
戻
手
続
が
な

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
因
関
係
に

つ
い
て
の
調
査
を
行
う
こ
と
な
く
、
誤

振
込
と
し
て
取
り
扱
う
の
か
。
不
当
利

得
返
還
請
求
を
受
け
る
リ
ス
ク
を
踏
ま

え
て
も
、
な
お
相
殺
を
行
う
べ
き
か
。

❸　
本
事
例
で
の
対
応
方
針

　
本
当
に
誤
振
込
な
の
か
。
原
因
関
係

の
有
無
を
、
ど
こ
ま
で
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
の
か
。
例
え
ば
、
Ａ
社
と
Ｂ
社

と
の
間
の
「
支
払
口
座
変
更
契
約
」
な

る
契
約
書
が
提
示
さ
れ
る
可
能
性
を
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
。


